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(57)【要約】
【課題】処理の遅延を低減させ、バッファリング容量お
よび消費電力を低減させることが可能な無線信号受信装
置を提供する。
【解決手段】本発明に係る無線信号受信装置２００は、
受信された無線信号からサブフレーム１１を抽出し、サ
ブフレームの先頭にあり制御チャネルを構成する第１の
ＯＦＤＭシンボル１２ａにデータチャネルに含まれる受
信装置宛の信号３４についての情報が存在するか否かを
判断し、存在すれば複数のＯＦＤＭシンボル１２ｂ～ｎ
を出力するデマップ部２０５と、デマップ部から出力さ
れた複数のＯＦＤＭシンボルを復号化する復号部２０８
とを有し、第１のＯＦＤＭシンボルに受信装置宛の信号
についての情報が存在しなければデマップ部がサブフレ
ームの受信の処理を打ち切る。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　直交周波数分割多重の変調方式を用いて情報を送信する無線信号送信装置であって、
　制御チャネルとデータチャネルとから構成されるフレームのうち、前記制御チャネルの
第１ＯＦＤＭシンボルに、前記データチャネルに含まれる自局宛データチャネルのマッピ
ング位置に関する情報を含む制御情報ブロックをマッピングするマップ部を有することを
特徴とする無線信号送信装置。
【請求項２】
　直交周波数分割多重の変調方式を用いて情報を送信する無線信号送信方法であって、
　制御チャネルとデータチャネルとから構成されるフレームのうち、前記制御チャネルの
第１ＯＦＤＭシンボルに、前記データチャネルに含まれる自局宛データチャネルのマッピ
ング位置に関する情報を含む制御情報ブロックをマッピングすることを特徴とする無線信
号送信方法。
【請求項３】
　ＯＦＤＭシンボルのうち１つ以上が制御チャネルを構成しこの制御チャネルを除くＯＦ
ＤＭシンボルがデータチャネルを構成する複数のＯＦＤＭシンボルからなるサブフレーム
を含む無線信号を受信する受信装置であって、
　受信された無線信号から前記サブフレームを抽出し、前記サブフレームの先頭にあり前
記制御チャネルを構成する第１のＯＦＤＭシンボルに前記データチャネルに含まれる前記
受信装置宛の信号についての情報が存在するか否かを判断し、前記第１のＯＦＤＭシンボ
ルに前記受信装置宛の信号についての情報が存在すれば前記複数のＯＦＤＭシンボルを出
力するデマップ部と、
　前記デマップ部から出力された前記複数のＯＦＤＭシンボルを復号化する復号部とを有
し、
　前記第１のＯＦＤＭシンボルに前記受信装置宛の信号についての情報が存在しなければ
前記デマップ部が前記サブフレームの受信の処理を打ち切る機能を備えることを特徴とす
る無線信号受信装置。
【請求項４】
　前記デマップ部が、前記第１のＯＦＤＭシンボルに前記データチャネル中の前記受信装
置宛データのマッピング位置に関する情報を含む場合に前記第１のＯＦＤＭシンボルに前
記受信装置宛の信号についての情報が存在すると判断することを特徴とする、請求項３に
記載の無線信号受信装置。
【請求項５】
　前記デマップ部が、前記第１のＯＦＤＭシンボルを前記復号部に出力し、前記復号部に
おいて前記第１のＯＦＤＭシンボルが正常に復号化されれば前記第１のＯＦＤＭシンボル
に前記受信装置宛の信号についての情報が存在すると判断することを特徴とする、請求項
４に記載の無線信号受信装置。
【請求項６】
　前記復号部が前記受信装置に固有の識別情報によって前記第１のＯＦＤＭシンボルを復
号化することを特徴とする、請求項５に記載の無線信号受信装置。
【請求項７】
　前記デマップ部から出力された前記ＯＦＤＭシンボルに対して、前記ＯＦＤＭシンボル
に含まれるパイロット信号を用いて補間処理によるチャネル推定を行い、前記チャネル推
定後の出力信号を前記復号部に出力するチャネル推定部を有することを特徴とする、請求
項４に記載の無線信号受信装置。
【請求項８】
　ＯＦＤＭシンボルのうち１つ以上が制御チャネルを構成しこの制御チャネルを除くＯＦ
ＤＭシンボルがデータチャネルを構成する複数のＯＦＤＭシンボルからなるサブフレーム
を含む無線信号を受信する受信方法であって、
　受信された無線信号から前記サブフレームを抽出するサブフレーム抽出工程と、
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　前記サブフレームの先頭にあり前記制御チャネルを構成する第１のＯＦＤＭシンボルに
前記データチャネルに含まれる前記受信装置宛の信号についての情報が存在するか否かを
判断する第１のＯＦＤＭシンボル判断工程と、
　前記第１のＯＦＤＭシンボルに前記受信装置宛の信号についての情報が存在すれば前記
複数のＯＦＤＭシンボルを復号化する復号化工程と、
　前記第１のＯＦＤＭシンボルに前記受信装置宛の信号についての情報が存在しなければ
前記サブフレームの受信の処理を打ち切る処理打ち切り工程と
を有することを特徴とする無線信号受信方法。
【請求項９】
　前記第１のＯＦＤＭシンボル判断工程が、前記第１のＯＦＤＭシンボルに前記データチ
ャネル中の前記受信装置宛データのマッピング位置に関する情報を含む場合に前記第１の
ＯＦＤＭシンボルに前記受信装置宛の信号についての情報が存在すると判断することを特
徴とする、請求項８に記載の無線信号受信方法。
【請求項１０】
　前記第１のＯＦＤＭシンボル判断工程が、
　　前記第１のＯＦＤＭシンボルを復号化する第１のＯＦＤＭシンボル復号化工程と、
　　前記第１のＯＦＤＭシンボルが正常に復号化されれば前記第１のＯＦＤＭシンボルに
前記受信装置宛の信号についての情報が存在すると判断する復号化判断工程と
を含むことを特徴とする、請求項９に記載の無線信号受信方法。
【請求項１１】
　ＯＦＤＭシンボルのうち１つ以上が制御チャネルを構成しこの制御チャネルを除くＯＦ
ＤＭシンボルがデータチャネルを構成する複数のＯＦＤＭシンボルからなるサブフレーム
を含む無線信号を受信する受信装置が備えるコンピュータに、
　受信された無線信号から前記サブフレームを抽出する処理と、
　前記サブフレームの先頭にあり前記制御チャネルを構成する第１のＯＦＤＭシンボルに
前記データチャネルに含まれる前記受信装置宛の信号についての情報が存在するか否かを
判断する処理と、
　前記第１のＯＦＤＭシンボルに前記受信装置宛の信号についての情報が存在すれば前記
複数のＯＦＤＭシンボルを復号化する処理と、
　前記第１のＯＦＤＭシンボルに前記受信装置宛の信号についての情報が存在しなければ
前記サブフレームの受信の処理を打ち切る処理と
を実行させることを特徴とする無線信号受信プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ：Orthogonal Frequency Division Multiplex
）シンボルの配置に関し、特にＯＦＤＭシンボルの制御チャネルの配置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在の日本の携帯電話は、いわゆる第三世代（３Ｇ）と呼ばれる通信方式が主流となっ
ているが、より高速な通信が可能である第四世代（４Ｇ）に向けての規格の策定が本格化
している。Ｗ－ＣＤＭＡ（登録商標）関連規格の標準化を手がける国際団体３ＧＰＰ（Th
ird Generation Partnership Project）は、３Ｇ ＬＴＥ（Long Term Evolution、以後単
にＬＴＥという）という規格の標準化を推進している。
【０００３】
　ＬＴＥは、ＯＦＤＭ（Orthogonal Frequency Division Multiplex）とＭＩＭＯ（Multi
ple Input Multiple Output）とをベースとした技術であり、１００Ｍｂｐｓ以上の通信
速度を実現することが期待されている。
【０００４】
　なお、ＯＦＤＭに関連する通信技術として、たとえば以下のような技術が開示されてい
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る。特許文献１には、信号の一部のみを抽出して入力し、入力された信号が単独で処理可
能か否かによって処理を続行するか中止するかを判定する受信装置が開示されている。特
許文献２には、他のフレームにパイロットシンボルを割り当てることを可能とし、フレー
ムに割り当てるパイロットシンボルの数を抑制する通信装置が開示されている。
【０００５】
　特許文献３には、データを伝送する前に、ヘッダ内の予備ビットを利用して副搬送波の
配置とパイロットの位置をマッピングするという周波数ホッピング方法が開示されている
。特許文献４には、ＯＦＤＭシンボル期間内のガードインターバル期間において他の受信
局を探索する受信装置が開示されている。特許文献５には、使用者の移動速度などに応じ
てパイロットシンボルの配置を変更する信号構成方法が開示されている。
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－２４２１９０号公報
【特許文献２】特開２００７－１３４８０４号公報
【特許文献３】特開２００７－１７４６７９号公報
【特許文献４】特許３７９８６５４号公報
【特許文献５】特表２００６－５１０３１５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ＬＴＥでは、１サブフレームが１４ＯＦＤＭシンボルで構成される。そのうち先頭の最
大３ＯＦＤＭシンボルに制御チャネルがマッピングされる。制御チャネルにはデータチャ
ネルの割り当て位置や復号化するための情報が格納されており、制御チャネル復号後に初
めてデータチャネルの復調、復号が開始できる。
【０００８】
　しかしながら、この方式によれば、制御チャネルを復号化するまで復調対象となるデー
タチャネルが不明なため、制御チャネルのデコードに時間がかかるとデータチャネルのバ
ッファリングが必要となる。ＬＴＥでは最大２０ＭＨｚ帯域幅のデータチャネル受信が必
要となるため、大きなデータ量をバッファリングしておく必要が生じ、その結果として処
理の遅延が生じ、また無駄な電力を消費することとなる。
【０００９】
　ちなみに、特許文献１では、信号の一部のみを抽出して入力し、入力された信号が単独
で処理可能か否かによって処理を続行するか中止するかを判定している。しかしながら、
信号の一部とはいっても、「単独で処理可能」な単位には制御チャネルとデータチャネル
との両方を含む必要があるので、同文献は大きなバッファリング容量を必要とするという
問題を解決するものではない。特許文献２～５も同様に、上述の問題を解決する構成は備
えていない。
【００１０】
　本発明の目的は、受信に係る処理の遅延を低減させ、バッファリング容量および消費電
力を低減させることが可能な無線信号送信装置、無線信号送信方法、無線信号受信装置、
無線信号受信方法および無線信号受信プログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　前記目的を達成するため、本発明に係る無線信号送信装置は、直交周波数分割多重の変
調方式を用いて情報を送信する無線信号送信装置であって、
　制御チャネルとデータチャネルとから構成されるフレームのうち、前記制御チャネルの
第１ＯＦＤＭシンボルに、前記データチャネルに含まれる自局宛データチャネルのマッピ
ング位置に関する情報を含む制御情報ブロックをマッピングするマップ部を有することを
特徴とする。
【００１２】
　本発明に係る無線信号送信方法は、直交周波数分割多重の変調方式を用いて情報を送信
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する無線信号送信方法であって、
　制御チャネルとデータチャネルとから構成されるフレームのうち、前記制御チャネルの
第１ＯＦＤＭシンボルに、前記データチャネルに含まれる自局宛データチャネルのマッピ
ング位置に関する情報を含む制御情報ブロックをマッピングすることを特徴とする。
【００１３】
　上記目的を達成するため、本発明に係る無線信号受信装置は、ＯＦＤＭシンボルのうち
１つ以上が制御チャネルを構成しこの制御チャネルを除くＯＦＤＭシンボルがデータチャ
ネルを構成する複数のＯＦＤＭシンボルからなるサブフレームを含む無線信号を受信する
受信装置であって、受信された無線信号からサブフレームを抽出し、サブフレームの先頭
にあり制御チャネルを構成する第１のＯＦＤＭシンボルにデータチャネルに含まれる受信
装置宛の信号についての情報が存在するか否かを判断し、第１のＯＦＤＭシンボルに受信
装置宛の信号についての情報が存在すれば複数のＯＦＤＭシンボルを出力するデマップ部
と、デマップ部から出力された複数のＯＦＤＭシンボルを復号化する復号部とを有し、第
１のＯＦＤＭシンボルに受信装置宛の信号についての情報が存在しなければデマップ部が
サブフレームの受信の処理を打ち切る機能を備えることを特徴とする。
【００１４】
　上記目的を達成するため、本発明に係る無線信号受信方法は、ＯＦＤＭシンボルのうち
１つ以上が制御チャネルを構成しこの制御チャネルを除くＯＦＤＭシンボルがデータチャ
ネルを構成する複数のＯＦＤＭシンボルからなるサブフレームを含む無線信号を受信する
受信方法であって、受信された無線信号からサブフレームを抽出するサブフレーム抽出工
程と、サブフレームの先頭にあり制御チャネルを構成する第１のＯＦＤＭシンボルにデー
タチャネルに含まれる受信装置宛の信号についての情報が存在するか否かを判断する第１
のＯＦＤＭシンボル判断工程と、第１のＯＦＤＭシンボルに受信装置宛の信号についての
情報が存在すれば複数のＯＦＤＭシンボルを復号化する復号化工程と、第１のＯＦＤＭシ
ンボルに受信装置宛の信号についての情報が存在しなければサブフレームの受信の処理を
打ち切る処理打ち切り工程とを有することを特徴とする。
【００１５】
　上記目的を達成するため、本発明に係る無線信号受信プログラムは、ＯＦＤＭシンボル
のうち１つ以上が制御チャネルを構成しこの制御チャネルを除くＯＦＤＭシンボルがデー
タチャネルを構成する複数のＯＦＤＭシンボルからなるサブフレームを含む無線信号を受
信する受信装置が備えるコンピュータに、受信された無線信号からサブフレームを抽出す
る処理と、サブフレームの先頭にあり制御チャネルを構成する第１のＯＦＤＭシンボルに
データチャネルに含まれる受信装置宛の信号についての情報が存在するか否かを判断する
処理と、第１のＯＦＤＭシンボルに受信装置宛の信号についての情報が存在すれば複数の
ＯＦＤＭシンボルを復号化する処理と、第１のＯＦＤＭシンボルに受信装置宛の信号につ
いての情報が存在しなければサブフレームの受信の処理を打ち切る処理とを実行させるこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明は、上記したように第１ＯＦＤＭシンボルに受信装置宛の信号が存在しなければ
サブフレームの受信の処理を打ち切るように構成したので、無駄なＯＦＤＭシンボル受信
やバッファリング処理を途中で打ち切ることができる。これによって、受信に係る処理の
遅延を低減させ、バッファリング容量および消費電力を低減させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　図１は、本発明の実施の形態に係る送信機１００の構成を示すブロック図である。送信
機１００は、直交周波数分割多重の変調方式を用いて情報を送信する無線信号送信装置で
あって、基本的構成として、制御チャネルとデータチャネルとから構成されるフレームの
うち、前記制御チャネルの第１ＯＦＤＭシンボルに、前記データチャネルに含まれる自局
宛データチャネルのマッピング位置に関する情報を含む制御情報ブロックをマッピングす
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るマップ器１０７を有することを特徴とする。
【００１８】
　また、送信機１００は、符号器１０１および１０４、変調器１０２および１０５、シリ
アル／パラレル変換器（Ｓ／Ｐ変換器）１０３および１０６、逆高速フーリエ変換器（Ｉ
ＦＦＴ変換器）１０８、デジタル／アナログ変換器（Ｄ／Ａ変換器）１０９、ＲＦ変調器
１１０、および送信アンテナ１１１を備える。
【００１９】
　符号器１０１は、入力信号に対してターボ符号化や畳み込み符号化の処理を行い、変調
器１０２に出力する。変調器１０２は、符号器１０１から入力された信号に対してＱＰＳ
Ｋ、１６ＱＡＭ、６４ＱＡＭなどの公知の方式による変調を行い、Ｓ／Ｐ変換器１０３に
出力する。Ｓ／Ｐ変換器１０３は、変調器１０２から入力された変調後の信号データの並
列化を行い、マップ器１０７に出力する。
【００２０】
　符号器１０４、変調器１０５、Ｓ／Ｐ変換器１０６は、機能および接続関係はそれぞれ
符号器１０１、変調器１０２、Ｓ／Ｐ変換器１０３と同様であるので、説明を省略する。
一つの端末宛のデータは、符号器１０１で符号化、変調器１０２で変調され、Ｓ／Ｐ変換
器１０３でシリアルパラレル変換される。同時に他の端末宛のデータは符号器１０４で符
号化され、変調器１０５で変調され、Ｓ／Ｐ変換器１０６でシリアルパラレル変換される
。
【００２１】
　このように送信機１００は、複数の端末宛の信号を一つの１サブフレームの中に含みう
る。図１においては入力信号からＳ／Ｐ変換器に至るまでの系統が２系統記載されている
が、これは図面の都合により２つの端末宛のデータを表示したに過ぎない。もちろん実際
には、２つの端末宛には限定されず、１つもしくは３つ以上の端末宛の信号を含むことが
できる。
【００２２】
　マップ器１０７は、Ｓ／Ｐ変換器１０３および１０６から出力されたシリアル／パラレ
ル変換後の信号データを、割り当て領域に応じて配置する処理を行い、ＩＦＦＴ変換器１
０８に出力する。ＩＦＦＴ変換器１０８は、マップ器１０７から出力されたマッピング後
のデータに対して逆高速フーリエ変換を行い、Ｄ／Ａ変換器１０９に出力する。
【００２３】
　Ｄ／Ａ変換器１０９は、ＩＦＦＴ変換器１０８から出力された逆高速フーリエ変換後の
信号データをＤ／Ａ変換し、ベースバンド信号としてＲＦ変調器１１０に出力する。ＲＦ
変調器１１０は、Ｄ／Ａ変換器１０９から出力されたベースバンド信号によって送信周波
数を変調させ、最終的に送信される無線信号として送信アンテナ１１１に出力する。
【００２４】
　それぞれのＳ／Ｐのデータは、基地局のスケジューラ（図示せず）によってどの位置に
マッピングされるか決定され、マップ器１０７で該当の場所へマッピングされる。マッピ
ング後のデータはＩＦＦＴ変換器１０８でＩＦＦＴ変換が行われ、Ｄ／Ａ変換器１０９お
よびＲＦ変調器１１０によって搬送波に乗せられ、送信アンテナ１１１で送信される。
【００２５】
　図２は、本発明の実施の形態に係る受信機２００の構成を示すブロック図である。受信
機２００は、受信アンテナ２０１、検波器２０２、アナログ／デジタル変換器（Ａ／Ｄ変
換器）２０３、高速フーリエ変換器（ＦＦＴ変換器）２０４、デマップ器２０５、チャネ
ル推定器２０６、復調器２０７、および復号器２０８を備える。
【００２６】
　検波器２０２は、受信アンテナ２０１で受信された無線信号を検波して抽出したベース
バンド信号を、Ａ／Ｄ変換器２０３に出力する。Ａ／Ｄ変換器２０３は、検波器２０２か
ら出力されたベースバンド信号をＡ／Ｄ変換し、ＦＦＴ変換器２０４に出力する。ＦＦＴ
変換器２０４は、Ａ／Ｄ変換器２０３から出力されたＡ／Ｄ変換後の信号に対して高速フ
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ーリエ変換を行い、デマップ器２０５に出力する。
【００２７】
　デマップ器２０５は、ＦＦＴ変換器２０４から出力されたフーリエ変換後の信号に対し
て、受信信号中の制御情報で通知された割り当て情報から自端末宛のデータがマッピング
されている領域を特定し、ＯＦＤＭシンボルを取り出す処理を行い、チャネル推定器２０
６に出力する。その際、デマップ器２０５で取り出されるＯＦＤＭシンボルは、後述する
通り、制御チャネルとデータチャネルとからなる。デマップ器２０５はまず、制御チャネ
ルのデータをチャネル推定器２０６に出力する。
【００２８】
　チャネル推定器２０６は、デマップ器２０５から出力された制御チャネルのデータにつ
いて、受信信号中のパイロット信号を用いてチャネル推定を行い、復調器２０７に出力す
る。なお、チャネル推定器２０６で行われるチャネル推定の処理については後述する。
【００２９】
　復調器２０７は、受信信号中の制御情報で通知された変調方式情報をもとに、チャネル
推定器２０６の出力データの復調を行い、復号器２０８に出力する。復号器２０８は、や
はり受信信号中の制御情報で通知されたトランスポートブロックサイズ情報をもとに、復
調器２０７の出力データの復号処理を行う。
【００３０】
　復号器２０８によって復号された制御チャネルのデータは、デマップ器２０５に戻され
る。デマップ器２０５は、復号された制御チャネルのデータをもとに、今度は自端末宛の
データチャネルのデマップを行い、取り出されたデータチャネルのデータをチャネル推定
器２０６に出力する。以後はチャネル推定器２０６、復調器２０７、復号器２０８によっ
て、データチャネルのデータに対して制御チャネルと同様の処理がなされ、出力される。
【００３１】
　図３は、図１に示した送信機１００から送信され、図２に示した受信機２００で受信さ
れる下りフレーム１１の構成の一例を示す概念図である。下りフレーム１１は、１サブフ
レームが１４のＯＦＤＭシンボル１２ａ～ｎで構成されている。先頭の３つのＯＦＤＭシ
ンボル１２ａ～ｃが制御チャネルを構成し、残る１１のＯＦＤＭシンボル１２ｄ～ｎがデ
ータチャネルを構成する。パイロット信号１３は、１番目、５番目、８番目、１２番目の
ＯＦＤＭシンボル１２ａ、１２ｅ、１２ｈ、１２ｌに周波数軸方向に一定間隔毎に挿入さ
れている。以後、１番目のＯＦＤＭシンボル１２ａを第１ＯＦＤＭシンボル１２ａ、２番
目のＯＦＤＭシンボル１２ａを第２ＯＦＤＭシンボル１２ｂ…などのようにいう。
【００３２】
　図４は、図２に示したチャネル推定器２０６で行われる、図３のＯＦＤＭシンボル１２
ａ～ｎに対するチャネル推定における補間処理の一例を示す概念図である。まずチャネル
推定器２０６は、第１ＯＦＤＭシンボル１２ａを受信した時点で、第１ＯＦＤＭシンボル
１２ａに含まれる各パイロット信号１３からチャネル推定値を計算し、周波数軸方向線形
補間２１を行う。続いてチャネル推定器２０６は、次のパイロット信号１３が挿入されて
いる５番目のＯＦＤＭシンボル１２ｅを受信した際、第１ＯＦＤＭシンボル１２ａの場合
と同じようにパイロット信号毎にチャネル推定値を算出し、周波数軸方向線形補間２２を
行う。
【００３３】
　そしてチャネル推定器２０６は、第１ＯＦＤＭシンボル１２ａで求めた各チャネル推定
値と第５ＯＦＤＭシンボル１２ｅから求めたチャネル推定値を使用して時間軸方向線形補
間２３を行い、パイロット信号が挿入されていない第２～４ＯＦＤＭシンボル１２ｂ～ｄ
に対するチャネル推定値を算出する。なお、補間処理の具体的な手法については、既に公
知のものであるので、詳しく言及しない。
【００３４】
　図５は、図３に開示した制御チャネルを構成する第１～３ＯＦＤＭシンボル１２ａ～ｃ
に対する各情報要素のマッピング位置を示す概念図である。第１ＯＦＤＭシンボル１２ａ
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には、制御情報ブロック３１がマッピングされている。制御情報ブロック３１は、データ
チャネルを構成する第４以降のＯＦＤＭシンボル１２ｄ～ｎに含まれる自端末宛データチ
ャネル３４のマッピング位置に関する情報を含む。制御情報ブロック３１は、単体で復号
が可能である。また、固有の端末ＩＤでスクランブリングされており、該当する端末ＩＤ
を持つ端末だけが正常に復号可能である。
【００３５】
　第２ＯＦＤＭシンボル１２ｂには、制御情報ブロック３２がマッピングされている。制
御情報ブロック３２は、前述の制御情報ブロック３１に格納されなかったＤＬ（ダウンリ
ンク）のデータチャネル復号に必要な制御情報（変調方式、トランスポートブロックサイ
ズ、ＨＡＲＱプロセス番号）が格納されている。第３ＯＦＤＭシンボル１２ｃには、制御
情報ブロック３３がマッピングされている。ＵＬ（アップリンク）送信のための制御情報
（送信データチャネル領域割り当て情報、変調方式、トランスポートブロックサイズ）が
含まれている。
【００３６】
　送信機１００は、制御チャネルを使用して受信機２００にデータの存在を通知しようと
するとき、第１ＯＦＤＭシンボル１２ａにマッピングされる制御情報ブロック３１を、少
なくとも自端末宛データチャネル３４のマッピング位置に関する情報を含むように配置す
る。他のデータチャネルを復調、復号するために必要な変調方式やトランスポートブロッ
クサイズ等の情報は、第２～３ＯＦＤＭシンボル１２ｂ～ｃに含まれるように配置される
。
【００３７】
　図６は、図２で示した受信機２００でＯＦＤＭシンボル１２ａ～ｎを受信する際に行わ
れる処理を示すフローチャートである。処理を開始すると、まず制御情報ブロック３１を
含む第１ＯＦＤＭシンボル１２ａを受信（ステップＳ５０１）した受信機２００は、パイ
ロット信号１３からチャネル推定器２０６によって図４に示した周波数軸方向線形補間２
１を行い、各サブキャリアの信号に対してチャネル推定値を得る（ステップＳ５０２）。
【００３８】
　受信機２００は、得られたチャネル推定値を基に、復調器２０７および復号器２０８に
よって、制御情報ブロック３１の復調および復号化を行う（ステップＳ５０３）。ここで
、データチャネル割り当て情報は該当する端末だけが正常に復号できるようにＵＥ　ＩＤ
でスクランブリングされている。そのため、制御情報ブロック３１が正しく復調および復
号化に成功したか否かを判断する（ステップＳ５０４）。
【００３９】
　復号化に失敗した場合（ステップＳ５０４：ＮＯ）は、受信機２００に対するデータチ
ャネルの割り当てが無いと判断できるので、そこで受信処理を中断し（ステップＳ５０５
）、ステップＳ５０１に戻って次の制御情報受信タイミングを待つ。
【００４０】
　復号化に成功した場合（ステップＳ５０４：ＹＥＳ）、自端末宛のデータチャネル割り
当てがあると判断できるので、第２～３ＯＦＤＭシンボル１２ｂ～ｃの制御情報受信、及
び第４ＯＦＤＭシンボル１２ｄ以降のデータチャネル受信を継続する。
【００４１】
　パイロット信号１３がマッピングされている第５ＯＦＤＭシンボル１２ｅまで受信した
段階（ステップＳ５０６）で、第５ＯＦＤＭシンボル１２ｅのパイロット信号１３から、
チャネル推定器２０６によって図４に示した周波数軸方向線形補間２２および時間軸方向
線形補間２３を行い、第２～５ＯＦＤＭシンボル１２ｂ～ｅに対してチャネル推定値を得
る（ステップＳ５０７）。
【００４２】
　端末は計算したチャネル推定値を基に、復調器２０７および復号器２０８によって、制
御情報ブロック３２および３３のチャネル等化、復調、復号を行い、データチャネルを復
調、復号するのに必要な残りの情報を得る（ステップＳ５０８）。そして、データチャネ
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ルを構成するＯＦＤＭシンボル１２ｄ～ｎの中で、制御情報ブロック３１を復号して得ら
れたマッピング位置にマッピングされているデータチャネルの復調、復号を行う（ステッ
プＳ５０９）。以後はステップＳ５０１に戻って、以上に示した処理を繰り返す。
【００４３】
　なお、図６のフローチャートで説明した各々のステップは、受信機２００が備えるコン
ピュータ装置で動作するプログラムとして実行させるように構成することができる。
【００４４】
　前述の特許文献１を初めとする従来技術では、制御チャネルとデータチャネルとの両方
をバッファリングし、制御チャネルをデコードしてからデータチャネルを復調する必要が
あるので、処理の遅延が生じ、また大きなバッファリング容量と消費電力を必要とすると
いう問題があった。
【００４５】
　それに対して本実施の形態は、サブフレームの先頭である第１ＯＦＤＭシンボル１２ａ
にデータチャネル割り当て情報をマッピングしているので、まず第１ＯＦＤＭシンボル１
２ａのみをまず復号化し、その結果に基づいて受信機２００に対するデータチャネルの割
り当てがあるか否かを判断し、なければ第２ＯＦＤＭシンボル１２ｂ以後の受信を打ち切
る。そのため、無駄なＯＦＤＭシンボル受信やバッファリング処理を途中で打ち切ること
ができる。これにより、処理の遅延を低減させ、バッファリング容量および消費電力を低
減させることが可能である。
【００４６】
　なお、本実施の形態はＬＴＥの構成に基づいて「１サブフレーム＝１４ＯＦＤＭシンボ
ル、うち先頭の最大３ＯＦＤＭシンボルに制御チャネルがマッピングされる」というデー
タ形式に対して述べたが、本発明が適用可能なサブフレームのデータ形式はこれに限定さ
れない。上記したように第１ＯＦＤＭシンボルにデータチャネルの割り当てについての情
報をマッピングしていれば、制御チャネルがマッピングされるＯＦＤＭシンボルはたとえ
ば１～２シンボルであってもよいし、４シンボル以上であってもよい。もちろん本発明は
、ＬＴＥ以外にも、ＯＦＤＭを適用する通信方式に対して適用することができる。
【００４７】
　また、本実施の形態では制御情報ブロック３１にデータチャネルのマッピング位置に関
する情報を含むこととしているが、制御情報ブロック３１にデータチャネルの割り当てが
あるかどうかの情報のみを含めるようにすることもできる。
【００４８】
以上、実施形態（及び実施例）を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記実施形
態（及び実施例）に限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、本願発明のス
コープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
【００４９】
　この出願は２００７年１１月２７日に出願された日本出願特願２００７－３０６１１８
を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
【産業上の利用可能性】
【００５０】
　ＯＦＤＭを適用する通信装置において適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明の実施の形態に係る送信機の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る受信機の構成を示すブロック図である。
【図３】図１に示した送信機から送信され、図２に示した受信機で受信される下りフレー
ムの構成の一例を示す概念図である。
【図４】図２に示したチャネル推定器で行われる、図３のＯＦＤＭシンボルに対するチャ
ネル推定における補間処理の一例を示す概念図である。
【図５】図５は、図３に示した制御チャネルを構成する第１～３ＯＦＤＭシンボルに対す
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【図６】図２で示した受信機でＯＦＤＭシンボルを受信する際に行われる処理を示すフロ
ーチャートである。
【符号の説明】
【００５２】
　１１　下りフレーム
　１２、１２ａ～ｎ　ＯＦＤＭシンボル
　１３　パイロット信号
　２１、２２　周波数軸方向線形補間
　２３　時間軸方向線形補間
　３１、３２、３３　制御情報ブロック
　３４　自端末宛データチャネル
　１００　送信機
　１０７　マップ器
　２００　受信機
　２０１　受信アンテナ
　２０２　検波器
　２０３　アナログ／デジタル変換器（Ａ／Ｄ変換器）
　２０４　高速フーリエ変換器（ＦＦＴ変換器）
　２０５　デマップ器
　２０６　チャネル推定器
　２０７　復調器
　２０８　復号器
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